
 

   

 

委員からの質問・意見への回答 

 

（1月 25 日までにいただいた質問・意見への回答を掲載しています。） 

  

（資料の見かた） 

 ○ 各委員が出された質問・意見は四角囲いの中に記入しています。 

 ○ 四角囲いの下に、長崎大学等の回答を書いています。 

 ○ 回答者としては、長崎大学のほか、長崎県、長崎市、文部科学省となっています。 
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（１） 道津 靖子 委員提出 

①＜長崎市議会に陳情＞ 

「長崎大学坂本キャンパスに BSL4 施設設置に関する市の容認、の撤回を求める陳情」を

9/6 （水）提出。 9/13 （水）「教育厚生委員会」 審議され、野口市議会議長名で、 添付の

審議概要（添付文書あり）が通知された。 

委員会は BSL4 施設の必要性と坂本キャンパス設置に一定の合理性は認めるも、「市は市民

の代表として、市民の声を受け止め意見を述べるべきであり、議会としては住宅密集地への

施設設置の市の容認については撤回を求め、議会は設置を容認しているわけではない。」更に

「市は中立的な立場で大学と地域住民との橋渡しをすべきである」との意見要望が示された。 

市は市議会教育厚生委員会の意見を尊重し、市民の声に寄り添った対応をしていただきた

い。 

 

 

②＜基本構想のまとめの疑問点＞ 

「坂本キャンパスには、 感染症の専門家が 1 5 0 人程度在籍してる、、、とありますが、何

をもって専門家と呼んでいるのかはっきりしませんので、その定義を示してほしい。 

エボラウイルスやラッサウイルスなど BSL4 で扱うウイルスの研究をしている専門家は、 

坂本キャンパスに何人いるのでしょうか？ 

名前、 経歴、 研究年数も併せてお答えいただきたいと思います。 

また、山里中央自治会対象の BSL4 説明会で、住民より「エボラを扱ったことがあるのはい

ったい何人なのか？」という質問に対して、大学側は「安田先生と、もう一人います。」 と

の返答であり、 片峰元学長も調議長も森田所長も一度もエボラウイルスの実験したこともエ

ボラ患者を診たことも無い、とのことでしたけど。 

 

 

③＜BSL3 施設の疑問点＞ 

第 11 回地域連絡協議会に於いて、「長崎大学の BSL3 施設には流しがなく、実験して出た廃

液は溜めておいてオートクレーブ（高圧蒸気滅菌器）で滅菌後外に排出している。」と安田先

生からの説明であった。 

では、実験者の不注意などで体（手とか目）にウイルスが入った液が付着した場合、BSL3 に

は体を洗浄する装置が備わってなければならないはずで、その汚染された水はどこへ流れる

のか？ 

BSL3 の動物実験施設では、糞尿の世話もある。感染動物の糞尿シートの交換の後の手洗い

などに、流しが無くてどのようにおこなわれているのか？ 

また、火災発生時には少なくとも 2 個のスプリンクラーが作動するなか、その汚染された

水を滅菌することは不可能。どこに流されることになるのか？いろいろ疑問が出てくるので

お答えいただきたいし、本当に BSL3 には流しが無いのか確認させてほしい。 

 

 

④＜「フィルター」雑誌の論文の資料提出願います＞ 

「HEPA フィルターについて、実際のウイルス（バクテリオファージ）を用いて検査したと

ころ、ウイルスが HEPA フィルターを通り検出された。」と報告（昭和 58 年度の国立予防衛生

研究所年報） 

しかし、HEPA フィルターを二重にすることで、問題は解決したと「フィルター」という雑

誌に論文が掲載されているとの説明がありましたので、その論文を資料として提出してくだ

さい。 

以 上 
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（長崎市の回答） 

①＜長崎市議会に陳情＞ 

・ 去る９月市議会の教育厚生委員会における陳情の審査に際し、陳情人や委員から出された

意見要望については、十分認識をしております。 

・ 長崎市といたしましては、計画がより具体化され、その内容を長崎大学が丁寧に説明して

いくことで、市民の理解がより進むものと考えますので、引き続き長崎大学に対し、安全対

策と市民の理解に向けた取り組みを要請してまいります。 

・ また、基本構想にも記載されておりますとおり、双方向のコミュニケーションが重要であ

ると考えておりますので、先日の市長に対する陳情の際、陳情者に対して長崎大学に話し合

いの場を要請するよう、対応した担当部長から話をさせていただきました。 

・ あわせて、長崎大学に対しても、話し合いの場の設定について、要請する旨を回答してお

ります。 

 

（長崎大学の回答） 

 ②＜基本構想のまとめの疑問点＞ 

感染症の専門家とは、感染症共同研究拠点、熱帯医学研究所、医歯薬学総合研究科、病院、

熱帯医学・グローバルヘルス研究科、先導生命科学研究支援センター等に在籍する感染症、

ウイルス、細菌、寄生虫等の教育、研究、診療に従事する教員、研究員、医師、看護師等の

ことで平成 29 年 12 月時点で把握している人数は次のとおりです。 

 

  ＜平成 29 年 12 月時点の人数：174 人＞ 

   ・感染症共同研究拠点 ９人 

・熱帯医学研究所 74 人 

・医歯薬学総合研究科 22 人 

・病院 65 人 

・熱帯医学・グローバルヘルス研究科 ３人 

・先導生命科学研究支援センター １人 

 

このうち、BSL-４施設での研究経験を有する専門家は４人在職しており、それぞれ３年～

10 年の BSL-４研究の経験を有しております。 

今後も BSL-４研究の経験を有する専門家を採用する予定にしております。 

 

 ③＜BSL-３施設の疑問点＞ 

BSL-３実験室では、個人防護具（防護服、グローブ、マスク、ブーツ、エプロン、フェース

ガード等）を着用し肌の露出がないようにします（写真①）。病原体を扱う際は安全キャビネ

ット内で操作し、病原体が実験者に付着しない対策がなされていますが、万が一、実験者に病

原体を含んだ液体が付着したとしても、直接肌や目等に触れることはありません。病原体が付

着した場合、防護具の病原体が付着した部位を直ちに消毒薬で消毒・除染し、防護具は脱いだ

後オートクレーブ等で滅菌処理をしますので、BSL-３実験室内に体を洗浄するための装置は備

えていません。 
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BSL-３実験室で使用されている実験動物の糞尿等は、飼育ケージの中に敷いた床敷（木や紙

でできた大きめのおがくずのようなもの）に含まれます（写真②）。使用済みの床敷を含むケ

ージは、オートクレーブで滅菌してから搬出し、BSL-３実験室の外で処理しています。また、

新しい床敷入りのケージは BSL-３実験室の外で準備され、実験室の中に持ち込んで使用済みの

ケージと交換します。したがって、BSL-３実験室の中で動物のケージを洗浄することはしてお

りません。 

また、BSL-３実験室内にはスプリンクラーは設置されておりません。 

したがって、BSL-３実験室内に大量の水を流す排水設備は必ずしも必要ではないので、排水

設備は設置していません。実際に、BSL-３実験室内で出る排液は多くなく、実験室内に設置し

ているオートクレーブ機器で滅菌できる程度の量に収まっています（写真③）。 

 

写真①（個人防護具）                 写真②（床敷） 

 

                             

 

 

 

 

 

 

 

写真③（排水設備のない流し台） 
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 ④＜「フィルター」雑誌の論文の資料提出願います＞ 

   前回の地域連絡協議会で紹介した「空気清浄 第 26 巻第６号」の該当論文は別添資料①の

とおりです。  
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14 
 

 

（２） 神田 京子 委員提出 

 

１． 9/6（水）に発表された基本構想については、7/4 開催の第 11 回、8/22 開催の第 12 回地

域連絡協議会の説明・議論を取り纏めたものと理解しておりますが、前回(8/22)の終盤にお

いて、まだ肝心な議論は尽くされていないとして、今後も引き続き対応していくべきという

ことだったにも関わらず、マスメディア各社の報道によれば、基本構想は確定し、今後実施

計画へ移行するという内容になっています。多くの市民は、この報道により BSL4 施設設置

は決定したものと思ってしまいます。 

 

このような市民の受け止めを認識したのでしょうか、長崎大学は 9/9 にホームページで

の「平成２８年度予算における長崎大学高度安全実験施設基本構想検討業務発注手続きの

開始について」に次のような追記を掲載しました。 

 

「９月７日の長崎新聞の記事で、今回の委託事業で地盤調査が含まれている旨、掲載され

ていましたが、地盤調査については、２８年度予算の項目に入っているものの、地域との話

し合いの状況を鑑み、今回の委託内容からは外し、実施を見合わせています。しかし、建物

は土地から切り離せないものであり、施設の安全性の検証には地盤の調査が欠かせないもの

と考えております。」 

 

   重要案件の発表を行う際に、新聞社名を挙げて追記をしなければならないほど、マスメデ

ィアへの説明が不足していたのでしょうか。新聞は、一般市民が社会状況を把握するのに大

切な手段です。その報道を行うにあたっては、発表を行う側も新聞社側も十分な注意を払っ

ている筈です。  

   今回の基本構想の発表に関しては、地域連絡協議会での決定にも沿っておらず、又、この

ような報道に対する追記を行うなど、大学の不誠実な対応に怒りを覚えます。 

   マスメディアへの発表時の状況についてお聞かせ下さい。 

 

 

２． 基本構想 P10（地域社会での検討状況）②BSL-4 施設が機能を発揮できる立地であるの説

明として、「坂本キャンパスには、感染症の専門家が１５０人程度在籍し、感染症以外の基

礎医学、保険学等の関連学問領域の専門家も多数集積することから、研究交流が活発である

とともに、大型解析装置や共同実験施設・設備の活用が容易であり、イノベーションを育む

環境にある。」と記載されています。 

 

この数字は、協議会での回答とはかけ離れたものがありますので、１５０人という専門家

の根拠をお示し願います。 

 

以下に 6/30（木）の第 3 回地域連絡協議会において取り纏めた要旨を記載致します。 
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(道津委員)長崎大学の研究者で人材育成を出来る人は何人いるのか。 

(事務局浦田助教)これから増えていくと思うが、今のところは５人前後である。 

(泉川委員)西アフリカでエボラ出血熱が流行した際に熱研から少なくとも２人の意思が

現地に行って診療にかかわった 

(調議長) エボラ出血熱を経験した研究者は、他大学には何人ぐらいいるのか。 

(浦田助教)北海道大学に３人、東京大学に２人ぐらい、その他の大学ではいたとしても１

人前後で、長崎大学は他大学より多い。 

   (調議長) トレーニングを受けて第一種感染症病床を使える医療関係者は何人ぐらいい

るのか。 

(泉川委員)延べ２００人ぐらいの医療従事者がトレーニングを受けており、そういった患

者が来ても対応できる体制にある。 

なお、第一種感染症病床があるということと実際に患者をそこで診るというこ

とは別問題であり、九州では実際に患者を診ることができる準備が整っている

のは長崎大学だけではないかと思っている。 

 

   この時の回答では、長崎大学で実際にエボラ出血熱の診療に関わった研究者は２人、今後、

第一種感染症の対応が出来る医療従事者は人材育成後に最大２００人という予想となって

います。 

 

   感染症の専門家１５０人というのは、どのような立場の方々になるのかを、お示し願いま

す。 

 

 

３． 基本構想 P66 の 3.3 リスクアセスメントについて 

   表６に主なリスクアセスメント検討項目を記載しています。これらについては、再度検討

を重ねるということですが、実際にはここに列挙している内容以外に、多くの施設で起こっ

ているという実験者の心理状況の変化によって引き起こされる悪意のある行動と地域住民

への情報公開時に使用する設備の緊急時対応が含まれていません。 

 

研究者については、これだけのリスクを含んでいる研究を行うのですから、当然、これら

に従事する研究者が追い詰められた状況に陥いることも想像することが出来ます。 

 

又、万が一の事態に施設外の地域住民への緊急連絡を検討する必要があります。記載して

いる施設の構造・設備などのハード面と安全管理マニュアル等のソフト面だけでは不足して

いると思いますので、今後は、詳細に検討して住民が納得できるものにして頂きたいと思い

ます。  
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４． P67 の４．地域社会との共生については、「地域との信頼関係の構築」が最も重要なこと

として求められており、国、長崎市、長崎県、学術会議でも繰り返し指摘されています。  

又、大学も同様の意識を持っており「双方向のコミュニケーションによる理解」を心がけ

ているとしておりますが、昨年 10 月に行われた地元住民への説明会において、住民を無視

した脅しや恫喝のような発言を行ったことがありました。これに対して出席者からの意見を

いただきましたので、その直後の地域連絡協議会へ地元住民の意見として、その時の状況を

指摘しましたが、一言の謝罪もなく無視されてしまいました。 

今回、新聞記者の取材に対して事実を認めたということですが、本当に住民の気持ちを理

解しているのであれば、もう少し人間として真摯な対応を行っていただきたかったと思いま

す。 

実際には地域住民への理解とは、このような状況でありますので、住民としてはどんなに

安全安心という説明をうけても大学を信頼することが出来ないのです 

 

それは、9/13 に反対住民が行った長崎市議会教育厚生委員会での陳情の際に発言したこと

を新聞が取材したことで明かになりました。 

昨年１０月のある住民説明会での出来事です。  

以下は新聞記事の通りです。 

 

「住民側は、昨年 10 月末の地元説明会で施設設置を担当する大学教授が、事故に供えて

施設と医療機関が近距離にあるのが望ましいとの見解を示した上で、「(BSL4 に)反対し続け

ていると大学病院も移転することになる。それでも構わないのか」と発言したとして問題視。

「説明とは名ばかりで、一方的な説得と脅しに過ぎない」と指摘した。委員会の場では、大

学側の発言の事実確認ができず、市議からは、大学側により丁寧な説明を求める意見が出た

ほか「大学と地域の双方向のコミュニケーションが大切。市も橋渡しをすべきだ」との提案

もあった。 住民が「脅し」と感じた説明会について、長崎大は取材に対し発言を認め「誤

解を与える表現で不適切だった」と釈明。説明会に立ち会った市都市経営室の担当者は、「あ

の発言はダメだった。しっかりと住民の疑問が不安に応じるよう、説明会終了後に申し入れ

た」としている。」 

 

   BSL-4 施設が本当に、多くの人々を救う為に行う研究施設であり、世界中の病気で苦しむ

患者を助ける為のものであるのなら、このように身近に住民と接する機会で不安や疑問等

様々な思いに触れることを行っていただきたいと思います。 

世界の為、日本の為に住民を決して犠牲にしてはならないのです。今の説明会は、大学側

の説得会としか受け止められません。 

双方向のコミュニケーションという言葉を、本当に実施していただきたいと思っていま

す。 

 

以 上 
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（長崎大学の回答） 

 

１．に対する回答 

御指摘の平成 28 年９月５日の「平成 28 年度予算における長崎大学高度安全実験施設基本

構想検討業務発注手続きの開始について」は、手続き開始に当たり、登録している報道機関

に FAX 送付を行いました。 

その際、参考資料として別添資料②を送付したところ、本資料の基本構想にかかる外注費

の中に「地盤調査」の記載があったことから、御指摘のような報道がなされました。 

当時、地盤調査については、地域との話し合いの状況を鑑み、当該委託内容からは除外し、

実施を見合わせており、当該報道は事実と異なった内容であったため、別添資料③のとおり

本学のホームページにその旨を追記し正確な情報をお知らせしました（地盤調査については、

平成 29 年２月に開催された第９回地域連絡協議会で報告し、実施しました）。 

  

なお、平成 29 年９月６日の「「長崎大学の感染症研究拠点の中核となる高度安全実験（BSL-

４）施設の基本構想」について」は、第 12 回の地域連絡協議会において、議長から、基本

構想は、本日の議論の後、一旦とりまとめを行うことを説明したうえで、プレスに対して説

明会を行うとともに、プレスリリースを行っております。 

 

 

２．に対する回答 

   感染症の専門家とは、感染症共同研究拠点、熱帯医学研究所、医歯薬学総合研究科、病院、

熱帯医学・グローバルヘルス研究科、先導生命科学研究支援センター等に在籍する感染症、

ウイルス、細菌、寄生虫等の教育、研究、診療に従事する教員、研究員、医師、看護師等の

ことで平成 29 年 12 月時点で把握している人数は次のとおりです。 

 

  ＜平成 29 年 12 月時点の人数：174 人＞ 

   ・感染症共同研究拠点 ９人 

・熱帯医学研究所 74 人 

・医歯薬学総合研究科 22 人 

・病院 65 人 

・熱帯医学・グローバルヘルス研究科 ３人 

・先導生命科学研究支援センター １人 

 

【参考】医療従事者のトレーニング 

第３回地域連絡協議会で説明した医療従事者のトレーニングとは、先般西アフリカを中

心に流行したエボラウイルス病患者をはじめとした１類感染症患者等の受け入れに備え、

関係する医療従事者の二次感染を防ぎ、感染の拡大を防ぎつつ、最善の診療が行えること

を目的としております。 

感染症専門医師や看護師等の医療従事者を対象に、１類感染症及び重篤な感染症患者の

受け入れの想定訓練や個人防護具の着脱訓練等を平成 26 年９月から開始しました。 
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現在も定期的（個人防護具の着脱訓練は毎週２回）に実施しており、現在までに延べ人

数で 600 人、実人数で 200 人を超える医療従事者がトレーニングを受け、行政や他の施設

の専門家を交えた机上訓練も行っております。さらに、平成 29 年３月からは、西アフリ

カ、リベリアのエボラウイルス病患者が発生した地域の病院と連携体制を整え、不測の事

態に対して、より現実的に対応できるように訓練内容を充実させております。 

 

 

３．に対する回答 

研究者等の心身面での管理について施設の安全な運営に重要であることを認識しており

ます。 

頂いた御意見も踏まえて、今後とも施設の安全確保が万全なものとなるよう検討を進めて

まいりたいと考えております。 

 

 

４．に対する回答 

平成 28 年 10 月の地域住民説明会において、大学側から御指摘のように受けとめられか

ねない発言があったことは事実ですが、本発言は BSL-４施設を坂本キャンパス内に設置す

ることを強行することを意図したものではなく、BSL-４施設と病院施設に深い関連がある

ことを踏まえ、感染症対策全体として機能を効果的に発揮するためにそのような検討を行

う可能性もあり得ることを説明したものであり、脅しと受けとめられたことは誠に遺憾で

す。 

 

長崎大学としては、今後とも本施設の設置計画について、正確な情報に基づき、一つひと

つ丁寧にお答えすることを通じて、地域の皆様に御安心いただけるように努めるとともに、

引き続き、地域連絡協議会、フリーダイヤル、インターネット等を通じて、「透明性の確保」

をさらに一歩進め、双方向のコミュニケーションを継続して実施して参ります。 
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（３） 梶村 龍太 委員提出 

基本構想が作成されましたが、地域住民にとっては、不十分なものと言わざるを得ません。地域

住民としては，もし事故があったときに、施設管理者は地域住民に対してどう対応してくれるのか

を最も知りたいところです。 

しかし、その点は全く基本構想にはありません。 

 

前回私の質問に対し福﨑先生がリスクアセスメントの項目毎に対応を示すという御回答でした

が、「どう対応するのか」という言葉の意味が伝わっていなかったようです。 

「どう対応するのか」とは，住民に被害を与える事故が発生した場合に、その被害にどう対応す

るのかという意味です。施設管理者である大学側が，仮に事故が起きてもここまでするから安心し

てくださいという具体的な考え，方向性はないのですかという意味です。 

 

地域住民に事故が発生した場合の責任の取り方について基本的な考え方すら提示していない基

本構想は，地域住民の不安を把握しておらず、基本構想自体が地域住民の理解を得られたとは言え

ません。 

 

ここに言う事故は，施設内での事故ではなく、地域住民が被害にあった事故です。 

例えば、地域の住民が感染して死亡したらどうするのかという類いの心配です。自分たちが被る

人的・物的・金銭的損害に対して，どういう対応をすると約束するのかという心配です。 

したがって、事象ごとにリスクアセスメントで､どれだけ細かく対策を講じられても，地域住民

の心配は無くなりません。 

いくら対策を講じても、住民に被害が発生することはゼロにはならないというのが、住民の不安

の根源です。不安を少なくするために、発生しうる被害に対して、どう責任を取ると約束するのか

という問題です。 

 

お金の話をするのはどうかとも思いますが，もし感染して死亡者が出た場合、賠償金はどうなる

のでしょうか，大学に予算があるのか？保険があるのか？賠償基金でも作るのか？国が払うのか？

被害者が立証の負担を負うのか，周辺住民に対して何か賠償はあるのかとか沢山の疑問が出てきま

す。 

 

更に、事故を起こした施設責任者はどう責任をとるのか，医学部の学部長はどう責任をとるのか，

学長はどう責任をとるのかという責任者の責任の取り方もあります。 

一人でも感染者がでれば学長は辞めます退職金も全額感染者の支援に使いますとでも言ってく

れれば，理解をし易いと思いますが，そういう話しはありません。 

 

事故時にどこが窓口になるのも書いてません。 

これらのことは発生してから考えるでは、とても納得できません。 

 

安全のエビデンスがあるのだから安心しろという理屈ではなく，自分たちは地域の不安を押し切

って世界のために施設作るが、意に反して安全が損なわれたときにはこう責任を取りますという血
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の通った言葉、責任感を伴った意思を聞きたいのです。 

 

地域連絡協議会では、大学側は事故がない前提で話をし、反対住民は作らせない前提で話をする

ので、このような内容がテーマになりにくかったと思います。しかし、地域住民にとっては、施設

外で事故が発生した場合の施設管理者の具体的な責任の取り方は、重要なテーマです。この点を一

度も議論せず、作成された基本構想は、地域住民の基本的理解を得たとはとても言えません。 

 

したがって、本来は次の段階に進むべきではありません。 

この点、大学側のお考えを聞きたいと思います。 

 

また、施設外で事故が発生した場合の施設管理者の具体的な責任の取り方について、具体的な考

えがあるのか。 

あるなら、その考えをご教示いただきたい。 

ないなら今後どのようにこのテーマについて協議するのか、協議の進行についての考えをご教示

いただきたい。 

 

長文ですが、よろしくお願いします。 

 

（長崎大学の回答） 

まずは、平成 29 年 10 月８日に御提出いただいておりました御質問・御意見に関しまして、回答

が遅れましたことをお詫び申し上げます。 

本学は、医学部創立以来、地域を支え、また、地域に支えていただいた歴史・伝統を有しており、

今般、BSL-４施設の設置を含む新たな感染症共同研究拠点の整備にあたっても、これまで以上にこ

うした関係を重視していく所存です。 

そういう意味で、今回の御質問・御意見については、真摯に受け止めさせていただきたいと思い

ます。 

 

１．基本構想について  － 整備の基本的考え方をお示ししたもの 

  平成 29 年９月にとりまとめました基本構想について、不十分であるとの御指摘をいただきま

したので、改めてこの基本構想の位置付けを御説明します。 

本学は、BSL-４施設の整備にあたって、平成 26 年に長崎県議会・長崎市議会で御議論いただ

いた後、有識者会議での御議論、長崎県・長崎市・本学の三者間で締結した基本協定に基づくい

わゆる三者連絡協議会での議論を経て、平成 28 年５月から三者連絡協議会の下に設置された地

域連絡協議会において地域の方々の御参画いただくなど、様々な場で多様な立場の方々に御議論

いただきながら、検討を進めてきました。 

この間、平成 28 年 11 月に国による本学の施設整備計画への支援が決定され、また、長崎県・

長崎市からは、「世界最高水準の安全性の実現」、「地域との信頼関係の構築」、「国と連携したチ

ェック体制の構築」といった御要請があり、本学がその受入れを表明したため、計画の事業化へ

の協力の表明をいただきました。 
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こうした経緯を踏まえ、平成 29 年度以降、地域住民の皆様に御理解と御安心をいただきつつ

計画を進められるよう、整備の基本的考え方をお示しするため、国の監理委員会、本学の専門家

会議、そして三者連絡協議会、地域連絡協議会において何度も活発な御議論をいただき、平成 29

年９月に基本構想をとりまとめました。 

 

 

２．今後の課題について  

  以上、基本構想は整備の基本的考え方をお示ししたものであり、それを踏まえて今後さらなる

検討を要する事項があることも事実です。具体的には、基本構想の中にその旨記載されているリ

スクアセスメント、緊急時対応、情報公開等であり、今後そうしたものについても可能な限りオ

ープンに議論していきたいと考えています。 

本学としては、このような検討を進め、具体的な解決策をお示しすることによってこそ、真に

地域住民の皆様に御理解いただけるものと考えており、現在はまさしく検討の過程にあると言え

ます。今回のような御質問・御意見をいただきながら、検討を深めていきたいと考えております

ので、今後ともどうぞよろしくお願いします。 

 

今回特に御指摘のあった万が一の事故の際の対応については、地域住民の方々の中に御心配の

お声があることは十分承知しています。 

 このため、基本構想の議論に先んじて、平成 28 年 11 月の段階で、国により「長崎大学の高度

安全実験施設（BSL4 施設）整備に係る国の関与について」（平成 28 年 11 月 17 日、国際的に脅威

となる感染症対策関係閣僚会議決定）が示され、その前文において、「BSL4 施設を中核とした感

染症研究拠点の形成については（中略）それに係る国の責任を果たすことにより推進することと

し、その際、特定一種病原体等所持者としての義務が果たせるよう感染症の予防及び感染症の患

者に対する医療に関する法律に基づき適切に監督等を行うとともに、万一事故・災害等が発生し

た場合には、事態収拾に向けて対応する」こととなっております。「感染症対策の強化は、国家

プロジェクトの一つであることから（中略）国策として進める」と明記されており、さらに国家

プロジェクトを進めるうえで国からの支援の下、長崎大学が設置主体として責任を果たしていく

旨明らかにされております。具体的には、事故・災害等への対応として、「万一事故・災害等が

発生した場合には、厚生労働省及び文部科学省等は、ただちに職員及び専門家を現地に派遣して

長崎大学に対して技術支援や指示を行うなど、関係自治体及び長崎大学と連携して事態の収拾に

向けて対応する」、「重大な被害のおそれがある緊急事態が発生した場合には、（中略）政府一体

となった初動対処体制をとる等必要な措置を講じる」、また、「関係省庁は、（中略）長崎大学が

設置主体としてその責任を果たせるよう必要な支援を行う」こととなっております。 

 このように、事故・災害等への対応については、基本構想に先んじて国及び本学の考え方が明

らかにされていると御理解いただければ、幸いです。 

 万が一の事故の際、本学が組織として責任を負い、国が必要な支援を行うことは以上のように

既に明らかにされておりますが、今回さらに、本学学長の責任についても御質問をいただいてお

ります。この点については、もちろん申し上げるまでもなく、本学学長は、強い道義的責任を負

って、本計画を進めておりますし、将来も同様であることをお約束したいと思います。 

 また、事故時の窓口等についても御質問いただいておりますが、この点については、今後、地
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域連絡協議会等での御意見や自治体、消防、警察等の関係機関の御協力もいただきながら事故対

応手順書（仮称）を作成し、地震や火事が発生した場合の対応、作業者が病原体に曝露された場

合、施設外で事故が発生した場合及びその恐れが生じた場合等に対する地域との連絡体制や対応

手順、指示系統と責任体制、事故後の対応等について定めることにしておりますので、その中で

明確化し地域住民に御安心いただけるよう努める所存です。 

 

繰り返しになりますが、本学としては、地域の皆様に御安心いただきながら本計画を進めるた

めに、今後とも様々な課題について地域連絡協議会の場等で御議論いただきたいと考えておりま

す。 

したがって、引き続き御協力くださるようお願いするとともに、上記の諸点につき、さらなる

御質問や御意見があれば、遠慮なくお寄せください。 

  



 

25 
 

（４） 寺井 幹雄 委員提出 

１． １月１９日着で協議会各委員に送付された梶村委員他３名連名による意見書（案）につい

て 

① 地域連絡協議会事務局にお尋ねします。 

事務局はどのような経緯で送付依頼を受け、送付という判断に至ったのでしょうか。また内

容を事前に把握されていたのでしょうか。 

私はどのような経緯があるにせよ本協議会に関する全ての事柄はまず全委員出席の協議会で

諮られるものと考えていましたので「何故」という疑問がまず浮かびました。また今回の意見

書には別紙にて「賛同される方は連絡願う」という一文がありましたので言ってみれば協議会

運営の本筋を外れた「場外戦」と受け取らざるを得ません。 

私は前回の会議後からこの意見書で述べられている件も含めて自分の意見をまとめる作業を

行っており１月２４日までに提出する予定でしたので何故このような物が各委員個人宛に直接

郵送されたのか疑問を感じます。従ってこのような依頼は受けるべきではなかったと思います。 

② この質問書を委員個人宛に発送を依頼された方々にお尋ねします。 

意見書直送の意図は何でしょうか。 

次回会議が２月９日と決まっておりその会議まで待てないような急を要する事だったのでしょ

うか。意見の一つに協議会の在り方についても疑義を呈しておられるようですがこの度の事は

各委員に何の断りもなく、あなたがただけの都合による一方的なルール無視の意見の押し付け

ではないのでしょうか。もしあなたがたの考えとは逆の立場の者がこのような事をしたら受け

入れられるのでしょうか。 

事前に賛同者を得、次回会議にて賛同者数を発表し大学および協議会事務局に対し圧力をか

けるという手法なのでしょうが本協議会にはそぐわないと思います。また、このような事が一

度でもまかり通ってしまえば今後の議論が混乱するもとになると思います。 

  

２． 基本構想について 

私は、基本構想の中で「施設の必要性」と「施設の安全性の確保」に対する明確な方向性が

示されている事が最も大事だと考えています。このことは現在提示されている基本構想の中に

明確にされていると思います。第１２回会議冒頭および最後の調議長発言に基づけば未だ中間

取りまとめ状態であって完成版ではありませんが今後の進化を含めて私は現状の基本構想を

受け入れています。 

「施設の必要性」については十分理解されていると思われますので省きますが問題は「安全

性の確保」で今なお様々な意見がありそこに住民の不安の要素も含まれており最大の論点であ

る事は言う間もありません。 

この「安全性の確保」はリスクアセスメントによる検討の反復と絶え間のない原因解析、予

防解析等の継続性に大きく依拠していると思います。基本構想の中のリスクアセスメントの項

はたった１ページしかありませんが今後の方針を短文で的確に記載されており今はこれで十

分だと思います。今後、本協議会、各種会議など様々な場面の中でより具体的な検討項目が出

れば出るほど、増えれば増えるほど、そして検討結果が計画に反映されればされるほど安全性

が高まりますし、それがひいては住民の不安除去に繋がると思います。 

「意見書（案）」に万が一の時の責任の所在が明確でないと書かれていました。しかしこれ
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までの会議の中で「何かあれば責任は学長に在る」と明言されています。更に閣議決定された

国策であり国が関与するとも明言されていますので私は最終的には大学と国が緊密に連携し

ながら責任を持って然るべく対応するものと理解していますがそれで宜しいですよね。 

また製本されて関係各所に配布された件についてですが配布時には既に大学ＨＰにＵＰさ

れ公になっていましたので私は特に協議会の中での大きな問題とは考えていません。本件はた

だ事務局が何も考えずに配布先に無用の配慮を行っただけの事で深い意図は無かったのだろ

うと思っています。 

 

３． 協議会のありかたについて 

意見書の中に会議の進め方が一方的な説明が多く過ぎ双方向の議論がなされていないとい

う指摘がありますが、これまでの会議を振り返れば一概にそのように言えないと思います。実

際には相当の時間を使って反対の立場の方々の発言もあっていますので地域住民の不安な気

持ちが十分に発信されていると思います。それに対し大学側も出来るだけ丁寧な返答をされて

いると思います。 

私も様々な意見が飛び交うもっと深掘りした双方向の議論を行うことには賛成ですが如何

せん２時間半という限られた時間では難しいのではないか、もし徹底した双方向の議論を行う

のであれば事前に幾つかのテーマを決めて土曜または日曜の一日を使うぐらいの事をしない

と埒が明かないのかなと感じます。一度考えてみては如何でしょうか。 

最後に梶村委員の質問書に対して回答期限までに何らの返事をせず、また前回会議時の質問

事項にも入れていなかった問題は偏に事務局の怠慢であったと言わざるを得ません。 

梶村委員が言われるように小さなボタンの掛け違いからお互いの信頼が傷つくような事態は

避けなければなりません。お互いに正すべくは正し謙虚な姿勢こそが求められると思います。 

 

今回の質問、意見書は当初考えていたものを急遽作り替えたりしましたので文脈的に変なと

ころが多数あり読み辛いのではないかと思います。 

誠に申し訳ありませんが大目に見て頂きたく宜しくお願い致します。 

                                  以上 

 

（長崎大学の回答） 

１．①に対する回答 

  「意見書について」の送付に至る経緯については、以下のとおりです。委員からの御意見に

あるとおり、本来であれば委員間のやりとりに対して、地域連絡協議会事務局が関与すること

は適切ではないと考えておりますが、以下の経緯のとおり、今回限りの対応として送付させて

いただきましたことについて、御容赦いただければ幸いです。 

・平成 30 年１月 12 日に、梶村委員より地域連絡協議会事務局宛に、意見書の送付について

依頼がありました。 

・意見書の送付について、長崎県、長崎市及び山下副議長と御相談し、前回（第 13 回）の

地域連絡協議会において、梶村委員からの御質問に対する回答を地域連絡協議会において

配付できなかったという事務局の不手際や、会議開催が８月から４ヶ月も空いてしまった
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ことも勘案し、また依頼のあった４名の委員が皆様の連絡先を承知していないことから、

今回限りの対応として、委員の皆様に送付させていただきました。 

また、「意見書について」の内容については、地域連絡協議会事務局は一切関与しておりま

せん。 

 

１．②に対する回答 

意見書を提出した委員より、別添資料④のとおり回答がございました。 

 

２．に対する回答 

 （安全性の確保について） 

  委員からの御意見にあるとおり、リスクアセスメントに関しては、設計の具体化、実際の建

設、設備の運転等、段階に応じて、繰り返し実施し、絶えず原因分析・予防解析を進めること

が重要であると考えています。本学としては、地域の方々や専門家の御意見も踏まえながら、

安全性の確保につなげていきたいと考えており、地域連絡協議会の場においても本学から可能

な限り情報の開示を行った上で、御議論いただきたいと考えております。 

 

 （万が一の時の責任の所在について） 

  委員からの御質問にもあるとおり、「長崎大学の高度安全実験施設（BSL4 施設）整備に係る

国の関与について」（平成28年 11月 17日、国際的に脅威となる感染症対策関係閣僚会議決定）

において示されているとおり、万一事故・災害等が発生した際には、国からの支援・連携の下

で、長崎大学が設置主体として責任を果たして参ります。 
 

  【参考：「長崎大学の高度安全実験施設（BSL4 施設）整備に係る国の関与について」 

（平成 28 年 11 月 17 日、国際的に脅威となる感染症対策関係閣僚会議決定）（抄）】 

   １．総論 

    ④事故・災害等への対応 

     ・関係省庁は、事故・災害等に備え長崎大学で実施されるシミュレーションや訓練に

参加するなど、国として支援する。 

     ・万一事故・災害等が発生した場合は、厚生労働省は、「特定病原体等に係る事故・

災害対応指針」（平成 19 年 10 月厚生労働省健康局結核感染症課）に従って、関係

省庁等を招集して必要な措置を講じる。 

     ・また、万一事故・災害等が発生した場合には、厚生労働省及び文部科学省等は、直

ちに職員及び専門家を現地に派遣して長崎大学に対する技術支援や指示を行うな

ど、関係自治体及び長崎大学と連携して事態収束に向けて対応する。 

     ・重大な被害のおそれがある緊急事態が発生した場合には、「緊急事態に対する政府

の初動対処体制について」（平成 15 年 11 月 21 日閣議決定）に基づき、政府一体と
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なった初動対処体制をとる等必要な措置を講じる。 

     ・関係省庁は、上記も含め、長崎大学が設置主体としてその責任を果たせるよう必要

な支援を行う。 

 

 （「基本構想」製本版について） 

  「長崎大学の感染症共同研究拠点の中核となる高度安全実験（BSL-４）施設の基本構想」の

印刷・配付部数の誤りに関する事実関係等については、資料４のとおりです。 

  本来であれば、基本構想の内容について精力的に御議論いただいている地域連絡協議会の委

員の皆様に、いち早く製本版をお配りすべきであったところ、感染症共同研究拠点において配

慮が至らなかった点についてお詫び申し上げます。 

 

３．に対する回答 

  前回の地域連絡協議会において不手際があったことに関して、事務局一同対応を深く反省し、

地域連絡協議会が、地域の方々にとって実のある双方向の丁寧な議論が行えるような場となる

よう、一層緊張感をもって丁寧な対応を行って参ります。 

  事務局では、地域連絡協議会において双方向の丁寧な議論を行うため、 

  ・委員からの御質問や意見交換に必要な時間（説明時間と同等程度以上）の確保 
  ・可能な限り会議資料について時間的余裕をもった送付 
   （今回会議から、土日を挟んで余裕をもった事前送付を開始） 
  ・議論のテーマ及び検討時期の明確化 

（リスクアセスメント、緊急時対応、情報公開等これまで委員から問題提起のあったテー

マについて、いつ頃を目途に議論を行っていくか（夏頃までを目途にリスク評価の議論

を行うなど）、予め明確化しお示しできるよう検討） 
  ・来年度より、半年程度の時間的余裕をもった日程調整を実施 

 等の会議運営全般にわたる改善を検討・実施して参ります。また、今回委員から御指摘いただ

いた土日での開催も含めて、委員の皆様からの御意見を頂戴しながら、会議運営全体について

不断の見直しを図って参ります。 
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別添資料④ 
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31 
 

（５） 木須 博行 委員提出 

高城文科省企画官への質問 

 

2018-01-23 

公募委員木須 

 

高城企画官（欠席の場合は文科省からの出席者）へ質問します。 

長崎大学のBSL4施設に関して，地域住民は2017年8月7日付の内容証明郵便で，下記 

『長崎大学BSL4施設の概算要求見送りを求める嘆願書』 

と題する嘆願書を文部科学省に対して提出しました。 

それに対して，文部科学省は，『必要な経費を措置して行く予定』という趣旨の回答をなさいまし

た。同時に，『地元の御理解を頂くための不断の努力が必要である』とも付け加えておられます。 

このことと，第13回地域連絡協議会で明らかになった，長崎大学が基本構想の議論を終了したかの

ように偽装した事件とを背景に質問します。 

 

１．住民の嘆願書にも拘らず文部科学省は来年度の概算要求を行ったわけですが，概算要求を行っ

た時期はいつですか？ 

２．その時点では無論，未だに基本構想の議論は終了していないと思われますが，そういう状況で

あるにもかかわらず，概算要求を行った根拠は何ですか？それとも基本構想の議論は終了して

いたと思われたのですか？ 

３．学術会議の提言や建築学会のガイドラインにあるような，事前に住民の理解と合意を得ること

は不要なのかどうか，あるいは得るつもりはないのかどうか，ご見解を示して下さい。 

４．文部科学省は日本国の教育を司る官庁です。その官庁が事前に住民の理解と合意を得ることな

く設置強行するような，民主主義に敵対する行動を行うとは教育を司る機関としてふさわしい

ものではありません。このような批判に対してご見解を示して下さい。 

 

（文部科学省の回答） 

文部科学省としては、「長崎大学の高度安全実験施設（BSL4 施設）整備に係る国の関与について」

において長崎大学に対し必要な支援をしていくこととしたとおり、昨年 8月に本施設に係る概算要

求を行い、昨年 12 月には平成 30 年度政府予算案に長崎大学の BSL4 施設を中核とする感染症研究

拠点の形成に係る経費を計上したところ。他方、長崎大学の BSL4 施設整備に当たっては、地元の

理解を得るための不断の努力を行うことが重要であると認識している。文科省としては、「長崎大

学高度安全実験施設に係る監理委員会」において、第三者の立場から、長崎大学の実施する安全性

確保と住民理解に向けた取組についてチェックするとともに、長崎大学が実施する地域との共生の

ための取組に対し、必要な支援を実施してまいりたい。  
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（６） 木須 博行 委員提出 

ヘパフィルターについての質問 

2018-01-24 

公募委員 木須 

１．第１２回地域連絡協議会における安田委員，及び事務局（中嶋教授）の説明に疑問があるので

質問する。(議事要旨の９頁)。その趣旨は『空気清浄』という雑誌を引用しつつ，『HEPA フィル

ターを二重に重ねたらウイルスが漏れ出るリスクはゼロにできる』という印象を与える説明であっ

た。ところが，その『空気清浄』の雑誌を取り寄せて検討したところ，次の疑問が生じたのでお答え願いたい。 

 

（１）その雑誌に書かれた結論は，次の図の通りであり，決して『HEPA フィルターを二重に重ねた

らウイルスが漏れ出るリスクはゼロにできる』という踏み込んだ結論ではないと思うがどうか？ 

 

（２）上の結論を出した実験結果を見ると，実は数値データが無い。あるのは１枚フィルターの実

験結果だけである。しかも，その実験では用いた粒子数が約１万個であり，現在のフィルター試

験条件である１００万個の１００分の一しかなく，学術的に正当な結論は導けないはずと思うが

どうか？ 

（１段で１万個のうち９個が漏れたら，１００万個では９００個漏れることになる。） 

 

（３）同じ頁の最下行に，WHO の指針でも二重フィルターが採用されている，とあたかもこの論

文の結果によってWHO が指針に採用したかのように説明されているが，WHO が引用した文献

はあるのか？あれば示して欲しい。 

 

 

 

２．資料５の HEPA フィルターリーク試験についてお聞きする。 

（１）この中の平成２５年度分は以前に情報公開してもらった資料である。ところが，この資料の
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効率の計算は間違っており，効率 99.9999％以上，というのは 99.99％以上というのが正しい。

一度間違いを指摘されたものを，間違ったまま資料として提出するのは，危険な施設の運営責任者

として適格性を欠く。何度も指摘されたことではないか。世界一のマニュアルができても意味が無い。 

 

（２）平成２７年度分は試験の詳細が明らかでない。28 年度分は 21 回の測定のうち，たった 1 

回だけ 100 万個のうちの 2 個が検出されただけで，後は完全にゼロである。このようなこと

は統計学的に非常に不自然である。27 年度と 28 年度のリーク試験の詳細を示してもらえな

いか。 

 

（長崎大学の回答） 

 

１（１）に対する回答 

その雑誌の報告では、「高性能エアフィルタを２段に備えたダクトを用いることによってファ

ージ通過を阻止することが可能であり、微生物学的に高度な清浄空気を得ることができる」（原

文まま）となり、２枚の高性能エアフィルタの設置を通り抜けたファージはゼロだったことを示

しています。 

 

１（２）に対する回答 

数値データはありませんが、本文中で「微生物学的により高度な清浄空気を得る目的で、実験

用ダクトにフィルタＢ（高性能エアフィルタ）と同規格のフィルタを２段に装着し、T-1 ファー

ジの捕捉実験を試みたところ、２段目のフィルタを通過する T-1 ファージは検出し得なかった」

（原文まま）と文章で記載されています。 

また、実験は 100 万個／ft3（立法フィート）の条件で行われたものではないので、御指摘のフ

ィルタ試験条件とは一概に比較出来るものではありません。 

 

１（３）に対する回答 

 WHO の指針（実験室バイオセーフティ指針 WHO 第３版 2004）には、WHO の評価として、「HEPA

フィルタは、直径 0.3μm の粒子は 99.97％、直径 0.3μm より大きいか、より小さいサイズの粒

子を 99.99％捕捉する。これは、事実上、HEPA フィルタがすべての既知の病原体を効果的に捕捉

する事を可能にし、無菌の排気だけがキヤビネットから放出されることを保証する」（原文まま）

と記述されておりますが、その引用文献については、お答えできる情報を持ち合わせておりませ

ん。 

 

２（１）に対する回答 

御指摘の帳簿は、業者から提出されたもので、年度ごとに保存しており、加筆修正は認められ

ておりませんので、同じ資料を再度提示しております。 

 

２（２）に対する回答 

平成 27 年度は HEPA フィルタを新品に交換しており、メーカーから品質の保証がなされており

ます。その上で、きちんとセットされていることを確認する目的で、フィルタ全面及び接続パッ
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キン部において測定器の吸引口を走査し、通過粒子が測定された場合はその位置で 10 秒間連続

測定を行い、どの部位においても連続カウントが無いことを合格とみなしています。 

平成 28 年度の試験方法は、HEPA フィルタの上流側に試験用粒子（PAO 粒子）を使い 0.3μｍ以

上で 100 万個以上／ft3となる浮遊粒子を供給し、下流側へ通過した粒子数を測定して捕集効率

を計算しています。 

以上が事実関係であり、リーク試験は適正に行われたものです。 
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（７） 木須 博行 委員提出 

二村さんへの質問：事故の際の責任の取り方 

2018-01-24 

公募委員 木須 

 

１．第13回地域連絡協議会の議事要旨案の9頁に，二村さんの回答として「長崎大学が責任を負う」

という発言がある。これは具体的にはどのような形を想定しているのか？私たちとしては，事

故が起こった時の責任の所在が極めてあいまいになるので，「長崎大学が責任を負う」と言う

回答は受け入れることはできないのであるが，一体，どういう法的責任を長崎大学は問われる

ことになるのか？一般的な損害賠償責任を負うということか？または管理責任者が管理責任

を問われ，大学内部で処分がなされるということか？大学外の社会的な法的ペナルティは適用

されるのか？されないのか？ 

 

２．この施設に起因する万一の事故を想定した場合，不運が重なれば一大学で責任が取れない状況

が生じる可能性がある。少なくとも，BSL4施設とはそのようなことまで想定すべき施設である

という私は認識しているが，二村さんはそうではないのか？ 

 

３．例えば，監理委員会が安全対策に助言を行うとしても，それに過誤や瑕疵，想定漏れなどの不

備がないとはいえない。そのような場合，その監理委員会の責任を問う法的根拠はあるのか？

そのようなものに頼った長崎大学の責任はどうなるのか？ 

 

４．このような意味から，原子力規制基準と，原子力規制委員会のような，法的根拠の明らかな安

全基準と独立した第三者機関が必要だと以前から申し上げているが（つまり，それが完備する

まで建設は遠慮すべき），それは不要と思うのか？ 

 

５．BSL4施設が起因した事故の際には，長崎大学はその時点の学長を始めとする管理責任が問われ

るのは当然のことであるが，『絶対に事故が起こらないとは言えない(安全神話の拒否)』とし

て反対している私たち，『リスクゼロにするのは神の領域』とする片峰前学長，『限りなくリ

スクゼロを目指す』とする河野学長の立場からすれば，『いつの日か起きた事故は想定された

もの』と言うべきものと言える。 

そのようなものをあくまでも設置推進した責任というのは特別のものであり，単なる事故時の

管理責任に帰せられるものではない。しかもそれは，学長と言うポジションが持つ権力を利用

して前学長，及び現学長の個人によって推進された（る）ものである。よって，このままBSL4

施設が住民の合意と理解を得ずして設置強行されるなら，片峰氏，河野氏のお二人には個人的

な責任が付いて回ることを認識してもらいたい。以上について，二村さんのご見解を承りたい。 

 

（長崎大学の回答） 

 

（１及び５について） 

長崎大学が法人として設置計画を推進する BSL-４施設において、万一事故等が発生した際に
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は、国からの支援を受けつつ、その設置者である長崎大学（最高責任者である学長）が事故対

応を行う責任を有するとともに、仮に施設の事故等により周辺住民への影響が発生した場合に

は、学外的には、損害賠償等の責任を有しております。また、学内的には、施設の管理責任者

の責任が問われ、学内規則に基づき然るべき処分が行われることとなります。 

なお、申し上げるまでもなく、本学学長は、大学組織の最高責任者としての強い責任を負っ

て本計画を進めておりますし、将来も同様であることをお約束したいと思います。 

 

（２について） 

施設の安全確保については、監理委員会、専門家会議等の外部有識者や地域連絡協議会の御

意見も踏まえつつ、万全を期して参ります。地域連絡協議会においては、今後、リスクアセス

メント等の安全確保に関する議論を深めていただきたいと考えており、委員の皆様から忌憚な

い御指摘をいただければ幸いです。 

その上で、万一事故・災害等が発生した際には、「長崎大学の高度安全実験施設（BSL4 施設）

整備に係る国の関与について」（平成 28 年 11 月 17 日、国際的に脅威となる感染症対策関係閣

僚会議決定）において示されているとおり、国からの支援・連携の下で、長崎大学が設置主体

として責任を果たして参ります。 
 

【参考：「長崎大学の高度安全実験施設（BSL4 施設）整備に係る国の関与について」 

（平成 28 年 11 月 17 日、国際的に脅威となる感染症対策関係閣僚会議決定）（抄）】 

１．総論 

   ④事故・災害等への対応 

    ・関係省庁は、事故・災害等に備え長崎大学で実施されるシミュレーションや訓練に参

加するなど、国として支援する。 

    ・万一事故・災害等が発生した場合は、厚生労働省は、「特定病原体等に係る事故・災

害対応指針」（平成 19 年 10 月厚生労働省健康局結核感染症課）に従って、関係省庁

等を招集して必要な措置を講じる。 

    ・また、万一事故・災害等が発生した場合には、厚生労働省及び文部科学省等は直ちに

職員及び専門家を現地に派遣して長崎大学に対する技術支援や指示を行うなど、関係

自治体及び長崎大学と連携して事態収束に向けて対応する。 

    ・重大な被害のおそれがある緊急事態が発生した場合には、「緊急事態に対する政府の

初動対処体制について」（平成 15 年 11 月 21 日閣議決定）に基づき、政府一体となっ

た初動対処体制をとる等必要な措置を講じる。 

     ・関係省庁は、上記も含め、長崎大学が設置主体としてその責任を果たせるよう必要な

支援を行う。 

 

（３について） 

監理委員会の位置づけについては、「長崎大学の高度安全実験施設（BSL4 施設）整備に係
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る国の関与について」（平成 28 年 11 月 17 日、国際的に脅威となる感染症対策関係閣僚会議

決定）において、「文部科学省は、関係省庁及び有識者等を構成員とする「施設運営監理委員

会」（仮称）を開催し、大学が実施する安全性の確保と住民の理解等に向けた取組についてチ

ェックする」とされており、理工学、建築学、医学等の幅広い分野の専門家９名で構成され、

長崎大学の設置計画に対して第三者の立場からチェックいただいています。 

   このように監理委員会は長崎大学が設置する BSL-４施設の安全性向上のための貴重な御助

言をいただいていますが、本委員会は、あくまで長崎大学の設置計画に対して第三者の立場

からチェックいただく機関であるため、万一の事故・災害等が発生した場合の責任を監理委

員会に求めることは適切ではないと考えています。長崎大学としては、監理委員会からの御

指摘の有無にかかわらず BSL-４施設の設置者としての責任を有していると考えています。 

 

（４について） 

BSL-４施設においてウイルスを用いた研究を行うためには、感染症の予防及び感染症の患

者に対する医療に関する法律（平成 10 年法律第 114 号）第 56 条の３に基づき、厚生労働大

臣から本施設がウイルスを取り扱うことが可能な施設として「指定」を受ける必要がありま

す。また同法第 56 条の 24 において、施設が厚生労働省令で定める施設の安全性に関する技

術上の基準に適合・維持することが求められています。 

これらにより、BSL-４施設は法律に基づき、安全性に関する厚生労働省の厳格な確認をク

リアし、ウイルスを取り扱う施設としての指定を受けて初めてウイルスを用いた研究を行う

ことが可能となることから、委員御指摘の点については、法的位置づけが既になされている

ものと考えています。 
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（８） 木須 博行 委員提出 

ハンブルグのBSL4施設における針刺し事故について 

2018-01-25 

公募委員 木須 

 

長崎大学は，昨年７月にハンブルグにあるベルンハルト・ノホト研究所のBSL4施設長ギュンター

博士を招聘して，いろいろな活動なさいました。それに関して質問します。 

 

１．この施設は動物実験を行う施設ですか？もし動物実験も行われているとしたら，街中で為され

ていますか？それに対して市民の批判は無いことがどうやってわかりますか？あるいは逆に，

動物実験は行われていないのであれば，行われる場合に比べて危険性は同じと言えるでしょう

か？ 

 

２．昨年７月１６日に，朝日新聞に全面広告を出され，ギュンター博士と学生たちの対談が伝えら

れています。この中で，博士は次のように語っておられます。 

『ただし，実験者が針刺し事故を起こしたことは，私たちの施設でも一例あります。それでも

外部への感染はありませんでした。』 

この針刺し事故とは２００９年のエボラウイルスの針刺し事故の事ではありませんか？もし

そうであるなら（もしエボラの針刺し事故の事でないとすれば，それ以外にも事故を起こした

ことになり，博士の説明は嘘になります），その針刺し事故の当事者はその後どうなったので

すか？カナダからワクチンを緊急輸入するような大事故だったとも聞いていますが，そんなこ

とはないのでしょうか？ 

なぜ，博士はこのような言い方，“エボラ”という言葉を全然発しない言い方，をしたのでし

ょうか？ご見解を承りたい。まさか，BSL4施設の危険性など全く想像させないためでしょう

か？ 

 

（長崎大学の回答） 

 

１．に対する回答 

この施設は動物実験を行う施設で、街中の施設で動物実験は実施されています。動物実験に対

する市民の批判が無いことは、当該施設に確認をしています。 

 

２．に対する回答 

この針刺し事故は、2009 年のハンブルク BSL-４施設におけるエボラウイルスの針刺し事故の

ことです。当該事故を起こした当事者については、その後、健康であることが報告されています。

また、カナダから取り寄せたワクチンを用いたという報告があります。 

御指摘のギュンター博士の発言の意図についてはお答えすることが困難ですが、エボラウイル

スを扱っている BSL-４実験室内で針刺し事故が起きたことは自明であるため、特段言及しなかっ

たのではないかと推察されます。 
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（９） 木須 博行 委員提出 

事前に住民の合意と理解を得ることについて 

2018-01-25 

公募委員 木須 

長崎大学調議長さま 

文部科学省高城企画官（または代理の方）さま 

長崎県村田委員さま 

長崎市高木委員さま 

 

BSL4施設の建設については，事前に住民の合意と理解を得ることが必要と思うかどうかについて

ご回答ください。なお，下記は参考資料と思ってください。このように我が国でもBSL4施設の危険

性に鑑みたガイドラインや提言は存在します。もちろん，法律のような強制力はありませんが，住

民の安全な暮らしを損害しないことを最優先するのが民主主義の原点であり，このような提言を尊

重してもらわなければなりません。これでも，事前に住民の合意と理解を得ることが必要とは思わ

れませんか?ご見解を示して下さい。 

－参考資料－ 

BSL4施設の設置については，原発建設に対する原子力規制規準と原子力規制委員会に相当するよ

うな仕組みがありません。しかし，それでもガイドラインのようなものは存在します。 

例えば，次のようなものです。 

【学術会議による提言（我が国のバイオセーフティレベル4（BSL-4）施設の必要性について）】 

・要旨：『BSL-4 施設の建設に当たって最も大切なのは地域住民の理解を得ることである。我が

国の国立感染症研究所や理化学研究所の例だけでなく、米国でも住民の反対により稼働

できない施設が存在する。』  

・９頁：『（２）地域住民の合意  

BSL-4 施設の建設と運営には、地元自治体および隣接地域住民との信頼関係の確立が不

可欠である。そのためには、準備段階から地元自治体と連絡をとりながら、地域住民を

対象とした感染症やBSL-4 施設に関するわかりやすい説明会や意見交換会の開催が必

要である。』  

【建築学会によるガイドライン（実験動物施設の建築および設備）】  

・９頁：『住居地域や商業地域はトラブルの原因になりやすいので避けるべきである。』  

・９頁：『前述の都市計画法ばかりではなく，…中略…同時に，周囲の住民の同意を取り付けて

おかなければならない』  

このような配慮の理由は，下記のWHOの指針が示す通り施設の危険性が存在するからです。また，

建設して稼働できないということは税金の私物化で絶対に許されず，事前の合意が必要なことは明

らかです。無論，合意を得たとは，推進者の勝手な判断ではなく客観的な根拠に基づくべきことは

言うまでもありません。 

参考：【WHO Safety in health-care laboratories (1) 1997】 

・第３章第４節：  

『―wherever possible laboratories should be sited away from patient, residential and 

public areas, although patients may have to attend and provide or deliver specimens;』 
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【和訳】『－たとえ患者が訪れて標本を提供したり届けたりしなければならないことがあるとし

ても，ラボラトリーは患者のいる地域や住宅地，公共の地域から可能な限り離れて建てなけ

ればならない。』  

 

（長崎大学の回答） 

  BSL-４施設設置計画を進めるに当たっては、情報公開と地域が関与した運営体制の構築によ

る、地域住民の安全・安心の向上が重要であり、そのためには、双方向のコミュニケーション

により、大学と地域住民の皆様との間の信頼関係の構築に努めることが必要であると認識して

います。 

  本件に関しては、長崎県議会及び長崎市議会において御議論がなされており、平成 27 年６

月 17 日には、長崎県知事、長崎市長及び長崎大学長の間で「感染症研究拠点整備に関する基

本協定」が締結されました。 

また、これまでの間、長崎県、長崎市及び長崎大学から構成される三者連絡協議会の下に、

地域住民の皆様にも参画していただく本地域連絡協議会を設置し、BSL-４施設整備の検討状況

に関する情報の地域住民の皆様への提供を行うとともに、地域住民の安全・安心の確保等につ

いて、協議を進めております。これに加え、学術会議提言にもあるとおり、地域住民の皆様を

対象とした BSL-４施設に関する説明会やシンポジウム等を継続的に開催しています。 

   御指摘の住民理解については、大変難しい問題であり、一言で簡単に言い表せるようなもの

だとは考えていません。本学としては、この地域連絡協議会での御議論や住民説明会等で地域

住民の皆様からの御意見を真摯に受け止め、また、国、長崎県、長崎市等とも相談しながら、

この施設の整備・運営を進めていく中で絶えず考えていかなければいけない課題だと受け止め

ています。 

今後引き続き安全確保のための詳細事項、例えば、リスクアセスメントの実施とそれを踏ま

えた緊急時対応や情報公開の内容・手法等について、より一層の検討を進め、その結果を地域

社会の皆様に御説明し、御議論いただき、その結果を本学の対応に反映させることで、地域社

会の皆様に御安心いただける形でこの施設の整備・運営を図っていきたいと考えています。 

 

（長崎県の回答） 

長崎大学の BSL4 施設の設置にあたっては、住民の理解を得るために丁寧な説明を続けてい

くことが必要であり、これまでの大学の取組も学術会議の提言の内容に沿ったものと考えてお

ります。 

また、設置場所についても、同じく学術会議の提言では、「大学等の研究機関がある等、科

学的基盤が整備されている場所」等が望ましいとされており、坂本キャンパスへの設置につい

て、一定の合理性があると判断したところです。 

事業化にあたっては、特に大学に対して、「住民の疑問や不安を解消するために十分な説明

責任を果たすこと」などを要請し、しっかり対応するとの回答が得られたことから、賛同する
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ことといたしました。 

施設の設置場所には賛否両論があり、施設への不安の声が根強くあることは理解しておりま

すが、今後の事業の進展に伴い、より具体的な安全対策へと議論が深まっていくことで施設設

置への理解が進んでいくものと考えております。 

 

（長崎市の回答） 

長崎大学の BSL4 施設については、木須委員ご指摘のとおり、法的には、厚生労働大臣が、

感染症法に基づき指定することとなりますので、ガイドラインや提言書に記載された事項につ

いては、参考となるものではありますが、感染症法上、必須となる要件とまでは言えないと認

識しております。 

しかしながら、日本学術会議の提言書では、「地域住民の合意」について、地元自治体及び

隣接地域住民との信頼関係の確立が不可欠であると記載されており、そのための手法として、

地域住民を対象とした感染症や BSL4 施設に関するわかりやすい説明会や意見交換会を開催し

て、BSL4 施設が国レベルの感染症対策の一環であることを十分理解してもらう必要があるなど、

具体的に記載されております。 

長崎市としても、長崎大学に対し、「地域との信頼関係の構築」の取り組みの一環として、

地域住民を対象とした説明会や意見交換会の開催を求めているところであり、「地域との信頼

関係の構築」のためには、長崎大学が事業実施主体として、地域住民の声に謙虚に耳を傾けな

がら、地域と共生するという真摯な姿勢で、住民理解促進のための取り組みを進めるとともに、

国においても、長崎大学が実施する地域との共生のための取り組みに対し、必要な支援を行う

必要があるものと考えております。 

 

（文部科学省の回答） 

   長崎大学の BSL4 施設整備に当たっては、地元の理解を得るための不断の努力を行うことが

重要であると認識しています。 

   そのため、文科省としては、「長崎大学高度安全実験施設に係る監理委員会」において、第

三者の立場から、長崎大学の実施する安全性確保と住民理解に向けた取組についてチェックす

るとともに、長崎大学が実施する地域との共生のための取組に対し、必要な支援を実施してま

いりたいと考えております。 


